ERERFRREADFAARERS (F37E)

1 B

&E$481-38-1

HHREEEE: WHREGEMIHSE

FR21E128108 (K) 16:00~16:35

2 5

—HALASER 3K D. EREE

3 HEE (BRFRE)

ZERHAE !

ARER
EE IEE
AR 8h
NG B
EE fBF
ith  fa—
&R RIT

==
ﬁrL_\ /IE.II:E\

EEXF

(#1) BREXSR

VI RNV ENRAIL (BR)

A— - FE/NTIL (#F)

FUREATKFE

KDD 1 (#)

FREERY FT—VEERHE  (RE: /K 888
(B) TX T4 T4 F3%F

HBEEE®)

ER - (B BEERLLS—
WA e EEHREHET
TR W ) YLDk
A% £t BNESIRBR

5B -
wBEE ®ABEELER TEY BREERE MR, AR KET 6. AR
REWE SR AR BRMEERRE G2 AR ERHRE EH

4 EAAN
B AR EEAEH 1A
AHSI-3-1 | HEBESEREANHASREALEIDBFEE® BB
hior-r-p | COMABET SEERREELATLORBLIRIMAN L

S () [SHT BRFLOBRRVERSOELS (B)

AH8I-3-3 | HEBESRRBENHASREASEE (D B BB

AHBI-3T-4 | EHBESRREANFASREALHE (B 55




5 BEEHE

(1) FIEESEESICDOLT
HIEEZEEES () (BR81-36-1) FREICHHIIEMFIATNS I LML, HBAHLITFIE
EHRLTERHDAEL, KROZTOENBNIEL, 12/160K) ETIZEHBETHMLES L
thiotz, (ZD%. BEERFIHIZHEL, o1z, )

(2) HEERICHT IEREFEDHERFICONT
MA6EMNSI12A7BETEESNT: TCNMESET — 2 EFTRRBECATLOEE

(AR50 S

# (R | ITHTI2EREEOBRFICONTENSI-3T-212&DE

EBRIYBRBALG SN, TORRDEEYERSENH 1=,

AEEMES

FH5RE

AREREZE

SEEHNERIZHT HERZAESDEZA (B) D IEHEOBEREAL
LOEEZET] EVWSDIF, TSEORET [OMEET— 5 #EH
BRBEVATLOBEL] THLHDT, LTEICET S LEEENG
WOTEFRZL] EWSEKRD. TEMB, BEEBBBOFHEREIC
BHH5LDTIELEVDTERFREL] EVSERMN. EB LA,

SEORFELTEICET 52 ETREAGVEWNSI Z L HAHD, HED
T 7 TOEFEFEDEFEREFOFMBRICEL TIX, HIZEFEKR—
ILTOFERADBEDELSIZ, BBREBEEFICEI T, SEIEFFEIC
FYRERNTONTVSDHNTRIRTH S, TIE. COKSLHIEREE
BT EMNEWND EL ENETSICK. REIZENIHRICEEND
CEBDAESIMEVNS &, T, TNERIAIEMBIFELF
BRICERINIBHIRBETHENRENENEND ZEEEBER
FOGICEVWTERSNELTRESNDIRNEILDTHDHERBLT
W5,

- T, SOKRT, SERFZTo-(NERT— 2 EFRRE
EVARATLOBELIZRIBMNEGICEBEZEMT LS &R
BHTEBEWEEZEZDLDTHS,

LO3DLTEIZEVEEIALVENS ZETHNIE, BIELFEL
RS,

ROEEZEML T EZEZL] EVSXDFEWIIERET SHE
AThHbD, TROIEBEZEMLTW=EERL] WS ZEThHNIE,
PIFYZNICBEZDEE. AL, EFEOEEROEZIZH>T=. D
BEEHEEZDFIRICEL TX. RETHHEREBEFICL->T, &F
TFELEFRICKYRENTHOA TS, QFNEEHILTHELNS T
EIZDWTIE, #EMaVEUHRELTEADREFENTWND Z EX
OHLESIH, FLT, ThEEHILT D56, ERZBICE SN SHE
FIREET D ENBENEME NS T EITDONTIE, KEERLUS
DADBZTERINDIRELDTHDELEEZALELMFELITRETHD
LBbhbnbd,

FDESIEBETSHZEEL, F-. BEARMAXEIZOVTIEHERE
DFIZ—FELENS T EICETETWVEITNRIEERS,



(—@ T)

BRLEDOHRER. BERICHTSEERDEZAA (B) [TOVWTOBEREEIZ—ET S
EEnrY., T EHERLYVI2ABAETICERSEORRDHRERREITOFETH
CY=ELVANANCY (=

Rz, EBERLYZEEREE () (2DOLT, EHB1-37-3. BHBI-37-4ITHDEH
BEIEENEN (BEH81-36-2, &EH81-36-3) NoDEBIEEFMORALNGEh, TDHE
RDEEYERBENH 1=,

HETENE . &EM8I-371-3 RARMAMFRAARZESHE @ BMED 6 X—TIE
HOHD TPP2H T HREMIE] . [3PPICH T HIREMIE =, fth
LDEEEMS=HIZFENTN [36PP2{LHk] . T[3GPP{L4k) ITIEIEEL T
ADLLD TIEARLDY,

EHE D EDESITBET .

EFEFERE: R6X—IICEkE&HDHS CDMA2000 1X EVDO Rev.Bl EWLZ\S&FD S5,
MX1 EWSERREIZRD DA

HHEMERE . TIX] $5%ES,

REEE . BAeR=—TDFBRONBDIERXEFIE L TIE FCDMA2000 1X EVDO
Rev.B] &EULVS5 2 &ETELABLLW,

HHEMER: EDEBY,

REBEE s BARR=COQDOFTHFHMEOREDES., [BEE/NF—UHFKLET LHE
EMB%LUT] EVWSRBIEL, FHEORET HERE/NF—VITHELHEEN
B3EWNWSTEM?ENEL. HARB/NI— 2V TTFHEORET HHEERN
3%EWLSTEM?

EETENE . HAHEREZ—2 %20 00E I 1L—ar . ZOHRTHETS
LARIVERER B & S HEE/E— VI BREEN3%E NS 2 EThHD.
ZOhMYBOEETHIME LUAVANE LELTH .

(3) £hith

EHERBELY. 2ABAICERAERTARRICEVWTAZESHRE (R EHEL. &
BEWIFETHLEHALH -1,

Tz, [COMAEET— R EFERBEE R TLOEELICRIEMAELE] I2DOWVT
FSEREZL O TRTI S LMD, EHERZFRAKEEDIASARZERTES
BT ABICIE, REBEELHHROL, HEEBRLYVERT I L LN,

Lt



	情報通信審議会　情報通信技術分科会
	（１）前回議事要旨について
	前回議事要旨(案)(資料81-36-１)は委員に事前に送付されていることから、読み上げは省略して配付のみとし、気づきの点があれば、12/16(水)までに事務局まで知らせることとなった。(その後、修正意見等は特になかった。)
	（２）報告書案に対する意見募集の結果等について
	11月６日から12月７日まで実施された「CDMA高速データ携帯無線通信システムの高度化に係る技術的条件（案）」に対する意見募集の結果等について資料81-37-２に基づき事務局より説明がなされ、その後次のとおり質疑応答があった。
	本多専門委員：　３番目の意見に対する本委員会の考え方(案)の「直接の関係はないものと考えます」というのは、「今回の検討は『CDMA高速データ携帯無線通信システムの高度化』であるので、LTEに関することは含まれないので関係ない」という意味か、「基地局、陸上移動局の計算などに関わるものではないので関係ない」という意味か、どちらか。
	事務局　　　：　今回の検討はLTEに関することではないということもあるが、特定のエリアでの携帯電話の通話機能等の制限に関しては、例えば音楽ホールでの使用の場合のように、施設管理者等によって、さまざま手法により対策が行われているのが現状である。では、このような制限を義務化するかというと、それを行うには、本当にそれが社会に望まれることなのかどうかということ、また、それを例えば基地局又は陸上移動局に課される強制規格とすることが必要か否かということを審議会等の場において審議された上で決定されるべきものであ...
	従って、今の時点で、今回検討を行ったCDMA高速データ携帯無線通信システムの高度化に係る技術的条件に項目を追加するということは適当ではないと考えるものである。
	もう少し丁寧に書いたほうがよいということであれば、修正したいと思う。
	服部主査　　：　「次の項目を追加していただきたい」という文の扱いに苦慮するところである。「次の項目を追加していただきたい」ということであれば、やはりそれに答える言葉、即ち、先ほどの事務局の回答にあった、①通話機能等の制限に関しては、現在でも施設管理者等によって、さまざまな手法により対策が行われている。②それを義務化するということについては、社会的コンセンサスとしてそれが望まれていることなのかどうか、そして、それを義務化する場合、無線設備に課される強制規格とすることが必要か否かということについては、...
	そのように修正することとし、また、具体的な文言については主査の私に一任ということにさせていただければと思う。
	(一同　了)
	質疑応答の結果、意見に対する委員会の考え方（案）についての修正は主査に一任することとなり、また、事務局より12月18日までに意見募集の結果の報道発表を行う予定である旨説明がなされた。
	次に、事務局より委員会報告（案）について、資料81-37-３、資料81-37-４に基づき第36回会合の資料（資料81-36-２、資料81-36-３）からの修正箇所の説明がなされ、その後次のとおり質疑応答があった。
	若尾主査代理：　資料81-37-３　周波数有効利用方策委員会報告(案)概要の６ページに記載のある「3GPP2における標準規格」、「3GPPにおける標準規格」を、他との整合を取るためにそれぞれ「3GPP2仕様」、「3GPP仕様」に修正した方がいいのではないか。
	事務局　　　：　そのように修正する。
	若尾主査代理：　同６ページに記載のある「CDMA2000 1X EVDO Rev.B」という名称のうち、「1X」という部分は残るのか。
	菊池専門委員：　「1X」は今後も残る。
	服部主査　　：　同６ページの赤枠の外側の正式名称としては「CDMA2000 1X EVDO Rev.B」ということでよろしいか。
	菊池専門委員：　そのとおり。
	服部主査　　：　同12ページの②の干渉評価の尺度の項中、「配置パターンが発生する確率が３％以下」という表現は、干渉の発生する配置パターンになる確率が３％ということか？それとも、ある配置パターンで干渉の発生する確率が３％ということか？
	若尾主査代理：　様々な配置パターンを20,000回シミュレーションし、その中で許容干渉レベルを超えるような配置パターンになる確率が３％ということである。多少わかり難い表現であるかもしれないが文言は適当である。
	（３）その他
	事務局より、12月18日に情報通信技術分科会において本委員会報告(案)を報告し、答申をいただく予定である旨説明があった。
	また、「CDMA高速データ携帯無線通信システムの高度化に係る技術的条件」については今回会合をもって終了することから、携帯電話等周波数有効利用方策委員会で審議を再開する際には、服部主査と相談の上、別途事務局より連絡することとされた。

